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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サイジング剤を含むサイジング処理液に炭素繊維束を浸漬させた後、一対のローラーか
らなるニップローラーで前記炭素繊維束を挟み、前記サイジング処理液を搾る処理を行う
ことを含む、炭素繊維束の製造方法であって、
　前記一対のローラー間の隙間に気体を吹き付け、かつその風向が、前記ニップローラー
の軸方向において端部側から中心側に向かう方向である、炭素繊維束の製造方法。
【請求項２】
　前記気体の流速が１．０ｍ／秒以上５０．０ｍ／秒以下である、請求項１に記載の炭素
繊維束の製造方法。
【請求項３】
　前記風向が、前記ニップローラーの軸方向と平行である、請求項１又は２に記載の炭素
繊維束の製造方法。
【請求項４】
　前記炭素繊維束が導入される側において気体を吹き付ける、請求項１～３いずれか一項
に記載の炭素繊維束の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、炭素繊維束の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　炭素繊維束の製造において、サイジング処理は必須である。この際サイジング剤は必要
量を炭素繊維束に付着させる必要がある。付着量は不足しても、過剰であってもいけない
。
【０００３】
　特許文献１は、過剰な付着を減少させる方法として、炭素繊維束を薬液槽からガイドロ
ーラーで引き上げ、引き上げ方向とは逆方向の接線方向に加圧気体を噴射することを開示
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２９３２６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら特許文献１の方法は、サイジング処理液が飛散して周囲を汚すため、頻繁
な清掃が必要となる。従って必ずしも好ましい方法ではない。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、清掃等の余分な作業が不
要で、かつ炭素繊維束に適切量のサイジング剤を均等に付着させることができる炭素繊維
の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の要旨は、サイジング剤を含むサイジング処理液に炭素繊維束を浸漬させた後、
一対のローラーからなるニップローラーで前記炭素繊維束を挟み、前記サイジング処理液
を搾る処理を行うことを含む炭素繊維束の製造方法であって、前記一対のローラー間の隙
間に気体を吹き付け、かつその風向が、前記ニップローラーの軸方向において端部側から
中心側に向かう方向である、炭素繊維束の製造方法、である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の製造方法によれば、サイジング処理液が飛散して周囲を汚すことがないため、
清掃等の余分な作業が不要となる、かつ炭素繊維束に適切量のサイジング剤を均等に付着
させることができる
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　以下に本発明を適用した一実施形態（以下、「本実施形態」と記載する）についての図
面について説明する。
【図１】本実施形態の、サイジング剤液含浸炭素繊維束の製造方法の一例を説明するため
の装置の側面概略図である。
【図２】本実施形態の、サイジング剤液含浸炭素繊維束の製造方法の一例を説明するため
の装置の平面概略図である。。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下に本実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下の説明で用いる図面
は模式的なものであり、長さ、幅、及び厚みの比率等は実際のものと同一とは限らず、適
宜変更することができる。
【００１１】
　図１及び図２は、本実施形態の、サイジング剤液含浸炭素繊維束の製造方法の一例を説
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明するための装置の概略図である。走行する炭素繊維束４は、サイジングバス３内のサイ
ジング処理液に浸漬され、浸漬ローラー７及びガイドローラー８を経て、サイジング処理
液含浸炭素繊維束が得られる。このサイジング処理液含浸炭素繊維束を、１対のニップロ
ーラー１とニップボトムローラー２で挟み、炭素繊維束のサイジング処理液を搾る処理を
行なう。加圧気体の噴射ノズル６から、一対のニップローラー（１，２）間の隙間に気体
を吹き付け、かつその風向が、前記ニップローラー（１，２）の軸方向においてニップロ
ーラーの端部側からニップローラーの中心側に向かう方向となるように、噴射ノズル６が
設置されている。
【００１２】
　［炭素繊維束］
本発明のサイジング処理された炭素繊維束の製造方法は、これに用いるサイジング処理さ
れる前の炭素繊維束については、公知の製造方法で得ることができる。例えば、以下の方
法によって得ることができる。
【００１３】
　シート状に広げた炭素繊維前駆体繊維束を耐炎化炉に導入し、２００℃～３００℃の温
度範囲で耐炎化処理する。
【００１４】
　［炭素繊維前駆体繊維束］
　炭素繊維前駆体繊維束は、例えばポリアクリロニトリル繊維、レーヨン繊維等の前駆体
繊維を使用することができることが広く知られている。中でもポリアクリロニトリル繊維
は、高品質の炭素繊維束を製造することができる。
【００１５】
　［耐炎化処理］
炭素繊維前駆体繊維束の耐炎化処理は発熱反応である。これの熱暴走を防ぐため、炭素繊
維前駆体繊維束をシート状に広げた状態とし、これに熱風を当てながら熱処理を行うこと
も、広く知られている。熱風はシート状に広げた炭素繊維前駆体繊維束と平行に当てても
、垂直に当てても良い。これを如何に行うかは、当業者であれば容易に設計することがで
きる。
【００１６】
　［炭素化処理］
得られた耐炎化繊維束を炭素化炉に導入し、不活性雰囲気下、３００℃～２５００℃の温
度範囲で炭素化処理する。炭素化処理は、不活性ガス環境下において耐炎化繊維束を炭素
化する処理である。炭素化処理の条件は、得たい炭素繊維の性質に応じて、当業者の技術
常識に基づき、あるいはこれらを応用或いは改良して適宜調整すればよい。
【００１７】
　［表面処理］
次いで、得られた炭素繊維に対し、電解酸化等の表面処理を行い、炭素繊維の表面に官能
基を導入する。表面処理の条件は、得たい炭素繊維の性質に応じて、当業者の技術常識に
基づいて適宜調整すればよい。
【００１８】
　［サイジング処理］
このようにして得られた炭素繊維束に対し、以下の処理を行う。
炭素繊維束に、サイジング剤を含むサイジング処理液を付着させる。ここで、サイジング
剤は、その目的に応じて公知のサイジング剤を使用することができる。サイジング処理液
を付着させる方法は、例えば、サイジング処理液を槽に入れ、炭素繊維束を槽に入れた後
引き出す方法、サイジング処理液を回転するローラーに付着させ、炭素繊維束をローラー
に接触させて走行させる方法、などを用いることができる。
【００１９】
　次いで、一対のローラーからなるニップローラーで炭素繊維束を挟み、一対のローラー
を互いに反対方向に回転させて炭素繊維束のサイジング処理液を搾る。ニップローラーで
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炭素繊維束を挟む際の圧力は、一対のローラー間の隙間の大きさと、炭素繊維束の厚みと
で調節される。圧力は、付着させたいサイジング剤の量に応じて、当業者の技術常識に基
づいて適宜調整すればよい。ニップローラーの軸方向は水平とすることが好ましい。
【００２０】
　この際、搾られたサイジング処理液は、一旦ローラーの表面に付着する。ローラーの表
面に付着したサイジング処理液は、重力による下方向に向かう力を受ける。従ってニップ
ローラーの下方には、サイジング処理液を受ける槽を配置することが好ましい。
【００２１】
　また、ニップローラーの下方にサイジング処理液槽を配置し、さらに一対のローラーの
うち下方側のローラー（ボトムローラー）の下端を、サイジング処理液槽中のサイジング
処理液と接触させると、簡便であり好ましい。
【００２２】
　ここで、本発明者らは、単にニップローラーで炭素繊維束を挟み、炭素繊維束のサイジ
ング処理液を搾るのみでは、サイジング処理液の付着量の均一性を担保できないことを見
出し、鋭意検討の結果本発明を着想するに至った。この問題及びその解決策について以下
に説明する。
【００２３】
　ローラーの表面に付着したサイジング処理液は、重力による下方向に向かう力の他に、
回転に起因する遠心力による、ローラーの軸方向において中心側から端部側に向かう力を
受ける。この力を受けると、搾り出されたサイジング処理液は、一対のローラー間の隙間
を、中心側から端部側に向かって移動することがある。この際、ローラーの端部において
は、炭素繊維束が存在しない空間が存在する。搾り出されたサイジング処理液はこの空間
に溜まる傾向がある。すると、一対のローラー間で、最も端部側に位置する炭素繊維束は
、溜まったサイジング処理液に直接接した状態となる。すると、最も端部側に位置する炭
素繊維束と中心側に位置する炭素繊維束との間で、サイジング処理液の付着量に差が生じ
る。
【００２４】
　上述の問題は、以下の構成を採用することにより解決が可能となる。
即ち、一対のローラー間の隙間に気体を吹き付け、かつその風向が、前記ニップローラー
の軸方向において端部側から中心側に向かう方向であると、一対のローラー間で炭素繊維
束が存在しない空間に、サイジング処理液が溜まることを防止できる。また一対のローラ
ー間の隙間に沿って気体が吹き込まれるので、サイジング処理液が飛散して周囲を汚すこ
ともない。
【００２５】
　気体は、ノズルから噴出させることが好ましい。噴出させる気体としては、空気が好ま
しく用いられる。さらに、気体中に存在する塵芥などの異物を除去する為に、フィルター
を通した加圧気体を噴射することが好ましい。このとき気体の流速は、一対のローラー間
に溜まったサイジング処理液を除去できる速度に適宜調節すればよく、サイジング処理液
の粘度、一対のローラーの間隔にもよるが、例えば、噴出気体の衝突部（噴射された加圧
気体が、一対のローラー間を通過する所）で１．０ｍ／秒以上５０．０ｍ／秒以下で調節
すれば良い。気体の流速が係る範囲であると、一対のローラー間に溜まったサイジング処
理液を気体によって吹き飛ばすのではなく、端部側から中心側に向かってサイジング処理
液を押し戻すことができる。従ってサイジング処理液が溜まることを十分に防止できると
共に、サイジング剤液が周囲に飛散し場内汚染したり、炭素繊維束を過度に乱すこともな
い。
【００２６】
　加圧気体を噴射する方法としては、加圧気体を吹き出す、加圧気体吹き出し口を備えた
噴射ノズルを用いることができる。前記噴射ノズルには、扇形ノズル、スリットノズル、
柱状ノズル等を用いることができる。また、任意の個数の噴射ノズルを配して、一対のロ
ーラー間に加圧気体を噴射しても良い。
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【００２７】
　噴射ノズルの加圧気体吹き出し口と一対のローラー間との距離は、特に制限されるもで
はない。噴射ノズルの加圧気体吹き出し口と一対のローラー間との距離が１ｃｍ以上１０
ｃｍ以下の範囲であれば、加圧気体によって除かれたサイジング剤液が飛散して、ノズル
孔の目詰まりを誘発したり、場内汚染の原因となったりすることを容易に防ぐことができ
好ましい。さらに好ましくは２ｃｍ以上８ｃｍ以下とするのがよい。
【００２８】
　気体の流速は、ノズルの開口面積、噴出圧力等を適宜調整することによって、調整する
ことができる。例えばノズルの開口面積が０．７～０．８ｍｍ２の場合、気体の噴出圧力
を０．１～０．４ＭＰａとすることができる。この場合ノズルから噴出する気体の流量は
２０～３０Ｌ／分程度、気体の流速は５．０～２０．０ｍ／秒程度となる。
【００２９】
　ノズルから、一対のローラー間の隙間までの距離は、気体の流速が実質的に減速しない
範囲で適宜調整すればよい。
【００３０】
　気体の吹き付ける風向は、ニップローラーの軸方向において端部側から中心側に向かう
方向であると、本願発明における一定の効果を得ることはできる。気体の吹き付ける風向
は、ニップローラーの軸方向と平行であることが最も好ましい。風向をローラーの軸方向
に平行にすれば、一対のローラー間に溜まったサイジング処理液を気体によって吹き飛ば
すことなく、端部側から中心側に向かってサイジング処理液を押し戻すことができ、サイ
ジング処理液が溜まることを十分に防止できると共に、サイジング剤液が周囲に飛散し場
内汚染したり、炭素繊維束を過度に乱すこともない。
【００３１】
　気体の吹き付けは、ニップローラーの少なくとも一方の端部側について行うと、本願発
明における一定の効果を得ることはできる。両方の端部について行うことがより好ましい
。両方の端部側について行う場合、気体の吹き付ける風向は、ニップローラーの両方の端
部から中心側に向かって対向する。
【００３２】
　また、炭素繊維束が導入される側において気体を吹き付けることが好ましい。炭素繊維
束が導入される側のほうが、サイジング処理液がより多く搾り出されるからである。
【００３３】
　ニップローラーは、円筒形であっても良いし、中央部に対して両端部の径が小さくなる
形状であってもよい。後者の場合サイジング処理液が溜まり難くなる。また気体が隙間の
内部に入りやすくなる。
【実施例】
【００３４】
　以下実施例により、本発明を更に詳細に説明する。
複数本の炭素繊維束を横方向に並べてシート状として、図１に示す構造のニップローラー
で炭素繊維束を挟み、サイジング処理液を搾った。ニップローラーの下方にはサイジング
バスを配置し、サイジングバス中にはサイジング処理液を入れた。サイジング処理液は、
エピコート８２８（製品名、ジャパンエポキシレジン（株）製）８０質量部、乳化剤とし
てプルロニックＦ８８（製品名、旭電化（株）製）２０質量部を含む水分散液であり、５
．０質量％に希釈してサイジングバス３に投入した。
【００３５】
　［サイジング剤の付着斑］
　ニップローラー端部を走行した炭素繊維束のサイジング剤の付着量Ｔ１(質量％)と、ニ
ップローラー中心部を走行した炭素繊維束のサイジング剤の付着量Ｔ２(質量％)を測定し
た。ここで、サイジング剤の付着量(質量％)とは、サイジング剤付与前の炭素繊維束を１
００質量％としたときの、サイジング剤の付着量（質量％）である。サイジング剤の付着
斑を、以下の基準により三段階評価した。
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　　○：９７≦Ｔ１／Ｔ２×１００≦１０３
　　△：１０３＜Ｔ１／Ｔ２×１００≦１１０
　　×：１１０＜Ｔ１／Ｔ２
【００３６】
　［ニップローラーの端錘の状態］
炭素繊維束を１時間連続して走行した後の、ニップローラーの表面におけるサイジング剤
の固着状態を観察し、以下の基準により三段階評価した。
　　○：ニップローラー表面上で、炭素繊維束が走行する部位と走行しない部位の両方に
、サイジング剤の固着は見られなかった。
　　△：ニップローラーの端部のローラー表面上に、僅かにサイジング剤の固着が観察さ
れたが、炭素繊維束の巻き付きは発生しない。
　　×：ニップローラーの端部のローラー表面上に、サイジング剤の固着が観察され、炭
素繊維束の巻き付きが発生した。
【００３７】
　［実施例１］
サイジング剤付与前の炭素繊維束（商品名：パイロフィルＴＲ　５０Ｓ、三菱レイヨン（
株）製：フィラメント数１５０００本、総繊度１００００ｄｔｅｘ、繊維径７μｍ）６０
本を、炭素繊維束間に隙間が出来ないように、それぞれ６ｍｍ間隔の並列状態（炭素繊維
束６０本が形成する処理幅３６０ｍｍ）に配置し、シート状にした。該炭素繊維束のシー
トを、上述したサイジング処理液を満たした、図１に示すサイジングバス３内のサイジン
グ処理液中に浸漬し、走行させた。
【００３８】
　図１及び図２に示すように、サイジングバス３内のサイジング処理液に浸漬され、浸漬
ローラー２及びガイドローラー７を経たサイジング処理液含浸炭素繊維束を、１対のニッ
プローラー１とニップボトムローラー２で挟み、炭素繊維束のサイジング処理液を搾る処
理を行った。一対のニップローラー間の隙間に気体を吹き付け、かつその風向が、前記ニ
ップローラーの軸方向において端部側から中心側に向かう方向となるように、気体を噴出
すためのノズルを設置した。ノズルから噴出す気体の流量は３０Ｌ／ｍｉｎ、気体の噴出
圧力は０．４ＭＰａ、気体の流速は２５ｍ／秒であった。気体の流速は、噴射された加圧
気体が、一対のローラー間を通過する位置において、風速計を用いて測定した。
【００３９】
　ニップローラー１とニップボトムローラー２は幅方向に均一に濡れており、炭素繊維束
が走行する部位と走行しない部位（６０本の炭素繊維束が形成するシートの両端）との間
で差は見られなかった。また、ニップローラー１とニップボトムローラー２表面における
サイジング剤の固着、炭素繊維束の巻き付きは生じなかった。サイジング剤付与処理後の
炭素繊維束におけるサイジング剤の付着量は炭素繊維束の両端部で０．８０質量％、中央
部で０．７８質量％であった。
【００４０】
　［比較例１］
　１対のニップローラー１とニップボトムローラー２の隙間に気体を吹き付ける処理を行
わなかった以外は、実施例１と同様の方法でサイジング処理液含浸炭素繊維束を得た。サ
イジング剤の付着斑とニップローラー端錘の状態の観察結果を表１に記載した。ニップロ
ーラーの端部のローラー表面上に、サイジング剤の固着が観察され、炭素繊維束の巻き付
きが発生した。
【００４１】
　[実施例２～４]
ノズルから噴出す気体の流量、気体の噴出圧力、気体の流速を表１に記載の通りとした以
外は、実施例１と同様にして、炭素繊維束のサイジング処理液を搾る処理を行った。サイ
ジング剤の付着斑とニップローラー端錘の状態の観察結果を表１に記載した。
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【表１】

【符号の説明】
【００４２】
　１　　ニップローラー
　２　　ニップボトムローラー
　３　　サイジングバス
　４　　炭素繊維束
　５　　水切り液用槽
　６　　加圧気体の噴射ノズル
　７　　浸漬ローラー
　８　　ガイドローラー
 

【図１】

【図２】
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